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墨田区休日応急診療所（内科、小児科）
［とき］12月29日（日）～平成26年1月3日（金）午前9時～午後9時半［と
ころ・電話番号］すみだ福祉保健センター（向島3－36－7）内・‹5608－
3700　＊健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。

東京消防庁「救急相談センター」（24時間受け付け）
　｢救急車を呼んだほうがいいのか｣、それとも｢今すぐ病院に
行ったほうがいいのか｣と迷ったときに、ご相談ください。
［電話番号］ ▼携帯電話・PHS・プッシュ回線＝‹#7119　 ▼ダ
イヤル回線（23区）＝‹3212－2323

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間受け付け）
　お近くで受診できる医療機関をご案内します。
［電話番号］‹5272－0303［聴覚障害者専用ファクス番号］ 5285－8080
＊医療機関案内サービス｢ひまわり｣のホームページからも検索できます。

相談や納付等にご利用ください

年末に臨時窓口を
開設します
　区役所の年末年始の休業期間は、12月28日（土）～平成26
年1月5日（日）です。ただし、12月30日（月）は、中小企業を
対象とした融資相談や、特別区民税・都民税等の納付・相談
などの窓口を臨時に開設しますので、ぜひ、ご利用ください。
また、今号の1面では、年末年始の応急診療等についてもお
知らせします。

 年末の臨時相談・納付等の窓口
　12月30日（月）に区役所等で、右表のとおり、相談・納
付などの窓口を臨時に開設します。融資相談や、応急小口
資金の貸付け、特別区民税・都民税等の納付の受け付け・
納付相談などを行いますので、ぜひ、ご利用ください。

 区施設の年末年始の休業期間など
区役所・区施設の年末年始の休業期間

　区役所の年末年始の休業期間は、12月28日（土）～平成
26年1月5日（日）です。原則として区施設もこの期間が休
業となりますが、休業期間の異なる施設もあります。詳細は
各施設に問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
区役所庁舎駐車場の有料開放

　区役所庁舎駐車場は年末年始の休業期間中も有料で開放
します。買物や初詣などの際に、ぜひ、ご利用ください。
［利用時間］午前7時～午後10時［収容台数］60台［使用料（30
分単位）］250円　＊身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害
者保健福祉手帳などをお持ちの方 （同乗者を含む）は無料
です。［問合せ］総務課庁舎管理係‹5608－6242

 年末の臨時相談・納付等の窓口　12月30日（月）午前9時～午後4時
窓口の内容 開設場所・当日の問合せ先 12月27日（金）までの問合せ先
融資相談 区役所1階アトリウム‹5608－1111

内線4521
生活経済課融資係‹5608－6183

母子福祉応急小口資金
の貸付け

保護課相談係‹5608－6154

特別区民税・都民税、
軽自動車税の納付

税務課（区役所2階） ‹5608－1111
内線3271　＊特別区民税・都民税の
納付相談は内線3285です。

税務課税務係 ▼特別区民税・都民税
＝‹5608－6140　 ▼軽自動車税＝
‹5608－6134

特別区民税・都民税の
納付相談

税務課納税係‹5608－6142

納税証明書、課税・非
課税証明書の交付

税務課税務係‹5608－6008

国民健康保険料の納付 国保年金課（区役所2階）‹5608－1111
内線3226

国保年金課こくほ保険料係‹5608
－6125

5万円までの応急小口
資金の貸付け

墨田区社会福祉協議会（東向島2－17－14・すみだボランティアセンター
内）‹3614－3902　＊事前に電話でお問い合わせください。

相談の内容により、当日には応じられない場合があります。
融資相談は中小企業が対象です。なお、あっせん業務は行いません。
資金の貸付けは、審査のうえ、即日融資します。なお、資金の種類により、次のとおり持ち物が異なります。

　 ▼母子福祉応急小口資金の貸付け＝印鑑、健康保険証、児童扶養手当証書、平成25年10月分～12月分の給与
明細、冠婚葬祭の案内状等　 ▼5万円までの応急小口資金の貸付け＝印鑑、健康保険証
 税証明書は、未申告等により交付できない場合があります。なお、納税証明書は、最近1か月以内に納税され
た方の納税額が反映されていない場合がありますが、領収書（コピー不可）をお持ちいただければ反映できます。
住民票や戸籍、印鑑登録証明書などの交付申請等の窓口は開設しません。
区役所1階の展示コーナーと ATMコーナーは利用できません。

年末年始の急病のときにご利用ください

年末の歯科・整形外科応急診療医院
とき 医院名 ところ・電話番号

12月29日（日） 中西歯科 京島1－39－1－115　‹3610－3666

かほる歯科クリニック 菊川3－14－8－1階　‹3635－5520

中村病院（整形外科） 八広2－1－1　‹3612－7131

12月30日（月） 沖山歯科医院 東向島2－12－9　‹3611－1182

ほり川デンタルクリ
ニック

太平4－6－17－104　‹3623－6483

12月31日（火） おおくぼ歯科医院 京島3－10－10－2階　‹3618－6480

あべ歯科医院 太平3－18－1－1階　‹3624－3805

 いずれも診療時間は午前9時～午後5時です。健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。
歯科の受診については、事前に電話で予約のうえ、ご来院ください。
年始の歯科・整形外科応急診療医院は、今号の6面「すこやかライフ」をご覧ください。

　年末年始は、多くの医療機関が休診となります。急病のときの応急診療、救急
相談、医療機関案内サービスについては、次のとおりです。

2つの矩形が寄り添うシンボルは、
墨田区在住・在勤者、企業やNPOなどと、
区および区職員との協働・協治を表すものです。

●2面以降の主な内容
2・3面…区職員の給与等の状況・ 

区の人事行政の運営状況
4・5面…公共施設利用システム
　 6面…すこやかライフ
7・8面…講座・教室・催し・募集
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すみだと全国の旬間歳時記

●�12月24日：区と早稲田大学が「包
括的事業連携協定」を結んだ日

　平成14年のこの日、大学の多様
な資源を活用して地域活性化をめ
ざす墨田区と、地域社会への貢献
等を進める早稲田大学が「包括的
事業連携協定」を結んだ。産業分野
に止
とど

まらない連携は全国初で、幅
広い分野の事業が展開されている。


